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障害者総合支援法，施行３年後の見直し
国会での徹底審議を

　2016 年３月１日，障害者総合支援法改正案
（以下，総合支援法案）が閣議決定され，国会
に上程された．４月 27 日に衆議院での審議入
りとなり，この法案が可決されれば，2018 年
４月に施行されることとなる．
　総合支援法の見直しは，附則第３条に掲げ
られている「施行後３年を目途とした見直し
事項」に基づき行われた．多くの障害のある人，
家族，関係者は，2010 年に交わした障害者自
立支援法違憲訴訟団と国（厚生労働省）との
「基本合意」や 2011 年に障がい者制度改革推
進会議でまとめられた「骨格提言」，2014 年に
批准した「障害者権利条約」を反映させるも
のになることを期待し，見守ってきた．しかし，
社会保障審議会障害者部会で昨年 12 月にま
とめられた報告書では，「障害福祉制度と介護
保険制度との関係や長期的な財源確保の方策
を含めた今後の在り方を見据えた議論を行う
べき」とし，65 歳以上の介護保険優先原則に
ついて「維持することは一定の合理性がある」
など，介護保険統合に理解を示した．これは，
多くの人たちの期待を裏切る内容であった．
　また，厚生労働省の中では，「新たな福祉サー
ビスのシステム等のあり方検討プロジェクト
チーム」で，障害と高齢だけでなく，子ども
や生活困窮者を含めた全世代・全対象に総合
的に支援を提供する仕組みの検討が始まって
いる．障害・高齢・児童等の支援の専門性が

どう担保されるのか，背景に財源論があるだ
けに，これからの進み方を注意深く見ていか
なければならない．
　総合支援法案では，新しい事業として，入
所施設やグループホームから１人暮らしに移
る人たちを支える「自立生活援助」と就労移
行支援事業から一般就労した人の職場定着を
支援する「就労定着支援」が提案されている．
これらの事業が出された背景には，部会の議
論の中で，「国の財政を立て直すために支出を
減らすこと」を求められたことが影響してい
る．グループホームの利用対象者を見直し，
軽度者をサービスから外していくこと，就労
継続支援 B型事業を希望する場合の就労アセ
スメントの対象者を拡大し，入口のハードル
を上げて利用者を絞り込むこと等，障害支援
区分がない，非該当でも利用できる場合の見
直しを進めることが意図されている．そして
今，利用抑制の仕組みを強化することになる．
障害のある人の暮らしが，いのちが，国の財
政削減の道具として利用されかねない．
　総合支援法案は多くの項目が政省令に委ね
られている．法律の本質や具体的内容は理解
しにくいものとなっており，今後の国会審議
で明らかにされることが重要だ．「私たち抜き
に，私たちのことを決めないで」障害のある
人の暮らしを守るために，多くの人と手を結
び，運動を進めていきたい．


